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まちづくりを検討する範囲

工業団地（赤枠内）の

活性化に資する取組みに

ついて今後検討します。



まちづくりの検討の方向

１．工業団地の活性化１．工業団地の活性化１．工業団地の活性化１．工業団地の活性化

・産業振興による工業団地の更なる発展に向けた取り組み

・通過交通の交通対策や路上待機車両の削減など、地区内の交通環境の向上

２．従業員の働きやすさの向上２．従業員の働きやすさの向上２．従業員の働きやすさの向上２．従業員の働きやすさの向上

・健康増進や通勤の利便性の向上など、仕事と生活の調和に向けた取り組み

３．工業団地の環境整備、企業と地域の連携３．工業団地の環境整備、企業と地域の連携３．工業団地の環境整備、企業と地域の連携３．工業団地の環境整備、企業と地域の連携

・花いっぱいやクリーンキャンペーンなど、工業団地の環境整備

・防犯灯や防犯カメラの設置など、工業団地内に住む市民が安心して暮らすことが

できる環境整備

※※※※上記の視点を基に、今後、対象地区における課題や必要な取り組み等を検討し、上記の視点を基に、今後、対象地区における課題や必要な取り組み等を検討し、上記の視点を基に、今後、対象地区における課題や必要な取り組み等を検討し、上記の視点を基に、今後、対象地区における課題や必要な取り組み等を検討し、

奈良県、大和郡山市、昭和工業団地協議会をはじめ各事業者が地域と調和を図り、奈良県、大和郡山市、昭和工業団地協議会をはじめ各事業者が地域と調和を図り、奈良県、大和郡山市、昭和工業団地協議会をはじめ各事業者が地域と調和を図り、奈良県、大和郡山市、昭和工業団地協議会をはじめ各事業者が地域と調和を図り、

それぞれの役割を確認しながら、対等な立場で協働してまちづくりを進めます。それぞれの役割を確認しながら、対等な立場で協働してまちづくりを進めます。それぞれの役割を確認しながら、対等な立場で協働してまちづくりを進めます。それぞれの役割を確認しながら、対等な立場で協働してまちづくりを進めます。



まちづくりの検討の体制

今後、奈良県、大和郡山市、昭和工業団地協議会の３者で検討の体制を整え、

まちづくりの検討を進めます。

奈 良 県 大和郡山市

奈良県と大和郡山市のまちづくりに関する包括協定書

昭和工業団地協議会

原協定書への追加変更

昭和工業団地地区のまちづくりの検討に関する連携協定書新たに協定書を締結


